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◎会派略称と所属人数
　自民党：自由民主党議員会(１７人）、　自民クラブ：自民クラブ（７人）、　市民連合：市民連合（７人）、　公明党：公明党議員会（6人）
　統一：統一会派フォーラム・未来（３人）、　共産党：日本共産党宇都宮市議員団（2人）、　緑の党：緑の党ＧreensJapan（1人）
　社民党：社会民主党（１人）、　愛うつのみや：愛・うつのみや（１人）

※賛成１人、退席２人　

賛成は「○」、反対は「×」と表記しています。
なお、会派内で態度が分かれた場合は「※」としています。
各会派の所属議員や議員個人の賛否については、ホームページで公開して
いますのでご覧ください。
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・一般会計（第１号）
・下水道事業会計(第1号)

原
案
可
決

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

条
例

一部改正
・宇都宮市税条例等

原
案
可
決

○ ○ ○ ○ ○ × ○ × ○

・ 宇都宮市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に
関する基準を定める条例等 ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○

・宇都宮市道路の構造の技術的基準を定める条例
・宇都宮市地区計画区域内における建築物の制限に関する条例 ○ ○ ○ ○ × × × × ○

・宇都宮市コミュニティセンター条例及び宇都宮市生涯学習センター条例
・宇都宮市手数料条例
・宇都宮市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
・宇都宮市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例
・宇都宮市文化財展示施設条例
・宇都宮市議会議員及び市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

そ
の
他

・専決処分した事件の承認(宇都宮市国民健康保険税条例の一部改正) 原案承認 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・宇都宮市監査委員の選任（馬上剛氏)

原
案
可
決

○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○

・宇都宮市監査委員の選任（山本正人氏） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・宇都宮市固定資産評価審査委員会委員の選任（髙橋隆夫氏）
・宇都宮市固定資産評価審査委員会委員の選任（髙村利夫氏） ○ ○ ○ ○ ※ ○ ○ ○ ○

・財産の取得
・市道路線の認定及び廃止 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

陳　情

・ 「宇都宮市介護事業計画にっこり安心プラン」は、安心プランではない
ので名前にふさわしい計画に見直すことを求める陳情（陳情第21号） 不

採
択

× × × × × ○ ○ ○ ×

・ 陳情書の扱いを規定した議会運営委員会の運営に関する申し合わせの見
直しを求める陳情（陳情第22号） × × × × × × × × ×

・ 「川の日を国民の祝日に定めること」を求める意見書の提出に関する陳
情（陳情第23号） 採択 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・都市計画事業認可申請についての陳情（陳情第24号） 不採択 × × ○ × ○ ○ ○ ○ ×

議員案 意見書 ・川の日を国民の祝日に定めることを求める意見書 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

その他 ・議員派遣（海外行政視察研修） 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○

市議会へのご意見をお寄せください
　宇都宮市議会では、広く市民の皆さんの意見をお聴きし、議会活動
の活性化を図るよう、広聴活動の充実に努めています。
　対象：市内在住又は通勤・通学している人
　方法：手紙、ファクス、Eメールなど
　　　　※原則として１カ月程度で回答いたします。ただし、住所、氏

名が全て記載されているもので、可読可能な形式によるも
のに限ります。

《提出先》
　〒320-8540　宇都宮市旭1-1-5　宇都宮市議会広報広聴委員会
　FAX（632）2613　Eメール　u79002000@city.utsunomiya.tochigi.jp
　議会事務局政策調査課�電話（632）2611

傍聴のご案内
　宇都宮市議会は、どなたでも本会議、常
任委員会、議会運営委員会、特別委員会等
の傍聴をすることができます。体の不自由
な方も、車椅子のままで傍聴できますの
で、気軽にお越しください。本会議の傍聴
で、手話通訳者を希望する方は、7日前（土
日祝日・年末年始は除く）までに議会事務
局までお申し込みください。

議会事務局総務課　
電話（632）2604　FAX（632）2613


